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新年度が始まり、年度更新が近づいてきました。 

今回の年度更新は、令和 4 年 4 月 1 日から雇用保険料率が上がり、さらに同年 10 月 1 日からはさらに雇

用保険料率が上がっています。そして、令和 5 年 4 月 1 日からも雇用保険料が上がっているため、従業

員の人数や給与にあまり変化がない場合でも、いままでの労働保険料よりも高くなる事業所がほとんど

だと思います。年一度の手続きですが、年度更新はどのような手続きなのかを確認します。 

 

 令和 4年 4月 1日～ 令和 4年 10月 1日～ 令和 5年 4月 1日～ 

一般の事業 9.5 ／ 1000 13.5 ／ 1000 15.5 ／ 1000 

農林水産・清酒製造の事業 11.5 ／ 1000 15.5 ／ 1000 17.5 ／ 1000 

建設の事業 12.5 ／ 1000 16.5 ／ 1000 18.5 ／ 1000 

 

【年度更新】 

前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申

告・納付の手続きです。 

労働保険の保険料は、毎年 4月 1日から翌年 3月 31 日までの 1 年間を単位として計算します。その額は

すべての労働者に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率（労働保険料率・雇用

保険料率）を乗じて算定することになっています。 

労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算す

るという方法をとっています。労働保険とは、労災保険と雇用保険のことです。 

 

【提出と納付期限】 

6 月 1 日から 7月 10 日の間に申告と納付を行います。 

最終日は金融機関窓口・労働局・労働基準監督署は混雑することが予想されるため、早めの申告・納付

をおすすめします。 

期日前に申告書の提出がない場合は、追徴金が科される場合があります。 

 

【労働保険の対象者】 

正社員・契約社員・パートアルバイト・学生アルバイトなど、賃金を受けるすべての労働者が対象にな

ります。 

取締役などの役員は、労働保険の対象になりませんが、例外的に事業主の指揮監督を受けて労働し、賃

金を受けている場合は労働者として取り扱われます。 

 

【労働保険の対象賃金】 

事業主が労働者（年度途中の退職者も含みます）に対して労働の対償として支払うすべての賃金が労働

保険の対象です。税金その他社会保険料を控除する前の賃金総額です。 

深川経営労務事務所 

社会保険労務士 深川 順次 

〒812-0014 

福岡市博多区比恵町 11-7-701 

TEL：092-409-9257 

FAX：092-409-9258 



令和 4年 4月 1日から令和 5 年 3 月 31日の期間に支払いが確定した賃金は、実際に支払われていなくて

も含まれます。例えば、令和 5 年 3月 1日～令和 5年 3 月 31 日の間に働いた際の給与は含まれます。 

（対象になるもの） 

賃金・賞与・通勤手当・通勤の為に支給する現物給与・家族手当・住宅手当・休業手当 

（対象とならないもの） 

役員報酬・結婚祝金・死亡弔慰金・退職金・実費弁償と考えられる出張旅費や宿泊費、工具手当・休業

補償費（業務上の怪我や疾病の休業の際に支給）・解雇予告手当 

 

【労働保険料の口座振替】 

通常、労働保険料の納付は金楓機関の窓口で納付書により納付しますが、口座振替にすることも可能で

す。引き落とし前後には、はがきでお知らせが届くため、前もって口座の金額を確認することができま

す。引き落とし結果も、はがきでお知らせが届き、納付状況が分かり安心です。 

 

【口座振替のメリット】 

◼ 保険料納付の手間と待ち時間がなくなります。 

◼ 納付忘れ、遅れがなくなり、延滞金の心配がなくなります。 

◼ 手数料がかかりません。 

◼ 保険料の引き落としが、窓口納付よりも最大約２か月のゆとりができます。 

 

 

お得に健診を受けませんか？ 

毎年度、協会けんぽでは一般検診を受けた被保険者に、健診費用の一部を補助しています。令和 5 年度

は、35 歳（Ｓ63 年 4 月 2 日以降生まれ）～75 歳未満の方が対象です。 

管轄の支部にお問い合わせください。 

 

参考サイト：協会けんぽホームページ「健診のご案内」 

厚生労働省ホームページ「労働保険制度」 


